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(57)【要約】
【課題】解剖学的構造体を撮像するための方法を提供す
る。
【解決手段】解剖学的構造体を撮像するための方法は、
解剖学的構造体の複数の超音波画像を取得することを含
む。これらの画像のうち少なくとも１つは、ドップラー
情報を含む。解剖学的構造体の１つまたは複数の輪郭が
ドップラー情報から生成される。解剖学的構造体の三次
元画像は、この１つまたは複数の輪郭を使用して、これ
ら複数の超音波画像から再構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　解剖学的構造体を撮像するための方法において、
　前記解剖学的構造体の複数の超音波画像を取得することであって、前記画像のうち少な
くとも１つの画像がドップラー情報を備える、超音波画像を取得することと、
　前記ドップラー情報を使用して、前記解剖学的構造体の１つまたは複数の輪郭を生成す
ることと、
　前記１つまたは複数の輪郭を使用して、前記複数の超音波画像から前記解剖学的構造体
の三次元画像を再構成することと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記１つまたは複数の輪郭を生成することは、第１の値より大きいかまたは等しい動き
の速さを有する前記解剖学的構造体の第１の領域と、動きの速さが前記第１の値よりも小
さい第２の値より少ないかまたは等しい、前記解剖学的構造体の第２の領域との間の境界
を決定することを含む、方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、
　前記第１の値は、０．０８ｍ／秒であり、
　前記第２の値は、０．０３ｍ／秒である、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、
　前記解剖学的構造体は、心臓を含み、
　前記複数の超音波画像を取得することは、超音波センサーを備えるカテーテルを前記心
臓の腔に挿入し、前記腔内の複数の空間位置の間で前記カテーテルを動かすことを含む、
方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法において、
　前記超音波センサーの場所および向きの座標を測定することと、
　心電図（ＥＣＧ）信号、内部生成同期信号、および外部供給同期信号のうち１つを備え
る同期信号に対して、前記複数の超音波画像、ならびに前記場所および向きの座標を同期
させることと、
　をさらに含む、方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、
　前記三次元画像は、前記解剖学的構造体の三次元表面モデルを備え、
　前記方法は、
　前記同期信号に対して同期された、組織特性、温度、および血液の流速のうち少なくと
も１つを測定しパラメータマップを作出することと、
　前記三次元表面モデルに前記パラメータマップを重ね合わせることと、
　をさらに含む、方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、
　前記複数の超音波画像を取得することは、前記超音波画像を生成する超音波センサーを
、前記超音波センサーの動きの速度が所定の閾値速度より少なくなるように動かすことを
含む、方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法において、
　前記複数の超音波画像を取得することは、前記超音波画像を生成する超音波センサーの
動きの速度を決定すること、および、前記動きの速度に応じて前記ドップラー情報を修正



(3) JP 2009-160397 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

することを含む、方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法において、
　前記三次元画像は、前記解剖学的構造体の三次元スケルトンモデルを備える、方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法において、
　前記三次元画像は、前記解剖学的構造体の三次元表面モデルを備える、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、
　前記三次元表面モデルに電気解剖学的マップを重ね合わせること、
　をさらに含む、方法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の方法において、
　磁気共鳴映像（ＭＲＩ）システム、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）システム、およびＸ
線撮像システムのうち１つまたは複数から取り込まれた情報を前記三次元表面モデルに重
ね合わせること、
　をさらに含む、方法。
【請求項１３】
　解剖学的構造体を撮像するための方法において、
　前記解剖学的構造体の近傍で動く要素の複数の二次元ドップラー画像を取得することと
、
　前記動く要素の三次元画像を再構成することと、
　を含む、方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記三次元画像を再構成することは、前記解剖学的構造体がない前記三次元画像を表示
することを含む、方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記動く要素に関し閾値速さを設定すること、
　を含み、
　前記三次元画像を再構成することは、前記閾値速さより大きい速さを有する前記動く要
素を表示することを含む、方法。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の方法において、
　前記三次元画像を再構成することは、前記要素の少なくともいくらかを境界付ける表面
を決定すること、および、前記表面を表示することを含む、方法。
【請求項１７】
　解剖学的構造体を撮像するためのシステムにおいて、
　プローブであって、超音波センサーを備え、前記解剖学的構造体の複数の超音波画像を
取得するように構成されており、前記画像のうち少なくとも１つがドップラー情報を含む
、プローブと、
　プロセッサであって、前記超音波センサーに連結され、前記ドップラー情報を使用して
前記解剖学的構造体の１つまたは複数の輪郭を生成するように、かつ前記１つまたは複数
の輪郭を使用して、前記複数の超音波画像から前記解剖学的構造体の三次元画像を再構成
するように、構成される、プロセッサと、
　を備える、システム。
【請求項１８】
　解剖学的構造体を撮像するためのシステムにおいて、
　プローブであって、超音波センサーを備え、前記解剖学的構造体の近傍で動く要素の複



(4) JP 2009-160397 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

数の二次元ドップラー画像を取得するように構成される、プローブと、
　プロセッサであって、前記二次元ドップラー画像から、前記動く要素の三次元画像を再
構成するように構成される、プロセッサと、
　を備える、システム。
【請求項１９】
　解剖学的構造体を撮像するためのコンピュータソフトウェア製品において、
　コンピュータプログラム命令が記憶されるコンピュータ可読媒体、
　を備え、
　前記命令は、コンピュータによって読み取られたときに、前記コンピュータをして、
　前記解剖学的構造体の複数の超音波画像であって、前記画像のうち少なくとも１つがド
ップラー情報を含む、複数の超音波画像を取得させ、
　前記ドップラー情報を使用して前記解剖学的構造体の１つまたは複数の輪郭を生成させ
、かつ、
　前記１つまたは複数の輪郭を使用して、前記複数の超音波画像から前記解剖学的構造体
の三次元画像を再構成させる、コンピュータソフトウェア製品。
【発明の詳細な説明】
【開示の内容】
【０００１】
〔発明の分野〕
　本発明は、概して撮像（imaging）に関し、特に医用撮像に関する。
【０００２】
〔発明の背景〕
　心内膜（すなわち、心臓の内表面）の３－Ｄマッピングのための方法は、当該技術分野
において知られている。例えば、本発明の譲受人に譲渡され、その開示内容が参照して本
明細書に組み入れられるBen-Haimの米国特許第５，７３８，０９６号は、心臓マップを構
成するための方法を記載する。侵襲的なプローブまたはカテーテルが心臓壁上の複数の場
所と接触される。侵襲的なプローブの位置は各々の場所ごとに決定され、これらの位置は
組み合わされて心臓の少なくとも一部の構造マップを形成する。
【０００３】
　上記の米国特許第５，７３８，０９６号に記載されたシステム等のいくらかのシステム
において、追加の生理学的性質、ならびに心臓の表面上の局所電気活動も、カテーテルに
よって取得される。対応するマップは取得された局所情報を組み入れる。
【０００４】
　いくらかのシステムは位置検出を組み入れたハイブリッドカテーテルを使用する。例え
ば、本発明の譲受人に譲渡され、その開示内容が参照して本明細書に組み入れられるBen-
Haimらの米国特許第６，６９０，９６３号は、侵襲的な医療器具の場所および向きを決定
するための探知システムを記載する。
【０００５】
　本発明の譲受人に譲渡され、その開示内容が参照して本明細書に組み入れられるAltman
nらの米国特許出願公報第２００６／０２４１４４５号は、解剖学的構造体をモデル化す
るための方法を記載する。解剖学的構造体の複数の超音波画像が、いろいろな空間位置に
て超音波センサーを使用して取得される。超音波センサーの場所および向きの座標が、こ
れらの空間位置の各々にて測定される。解剖学的構造体の特徴部を指す、目的の輪郭（Co
ntours-of-interest）が、超音波画像のうち１つまたは複数に印付けられる。解剖学的構
造体の三次元（３－Ｄ)モデルが、これら目的の輪郭と、測定された場所および向きの座
標とに基づいて構成される。
【０００６】
　本発明の譲受人に譲渡され、その開示内容が参照して本明細書に組み入れられるGovari
らの米国特許第６，７７３，４０２号は、体腔、特に心腔の３－Ｄマッピングおよび幾何
学的再構成のためのシステムを記載する。このシステムは複数の音響トランスデューサを
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備える心臓カテーテルを使用し、該音響トランスデューサは、腔の表面から反射され該ト
ランスデューサによって受信される超音波を発する。各々のトランスデューサから、トラ
ンスデューサと対向する表面上の点または領域までの距離が決定され、これらの距離測定
が該表面の３－Ｄ形状を再構成するために組み合わされる。カテーテルはまた、心臓内の
カテーテルの場所および向きの座標を決定するために使用される位置センサーを備える。
１つの実施の形態において、処理回路は、ドップラー偏移を検出するために、反射波の周
波数、ならびに飛行時間を分析する。ドップラー測定は心臓壁の速度を決定しマッピング
するために使用される。
【０００７】
　開示内容が参照して本明細書に組み入れられるGuracarらの米国特許第５，９６１，４
６０号は、超音波撮像システムであって、ドップラーおよびＢモード（二次元診断超音波
）画像信号を生成し、その後で変調非線形マッピング関数を使用し、ドップラーおよびＢ
モード画像信号を組み合わせて出力信号とする、超音波撮像システムを記載する。
【０００８】
　開示内容が参照して本明細書に組み入れられるMaらの米国特許第６，６７９，８４３号
は、変調非線形関数を使用してドップラーおよびＢモード画像信号を組み合わせることに
よりエレベーションフォールドイン（elevation fold-in）アーチファクトを低減する方
法を記載する。静止した組織と関連するＢモード画像信号の一部は、もとのままとされ、
一方、流れと関連するＢモード画像信号の一部は実質的に伏せられる（suppressed）。
【０００９】
〔発明の概要〕
　心臓等の臓器の三次元（３－Ｄ）画像は、多くのカテーテルベースの診断的および治療
的応用に有用である。リアルタイム撮像は医師の作業を改善し、比較的経験の浅い医師が
複雑な外科的処置をより容易に行うことさえ可能にする。３－Ｄ撮像はまた、いくらかの
外科的処置を行うのに必要な時間を短縮するのに役立つ。加えて、３－Ｄ超音波画像は、
複雑な処置およびカテーテル操作を計画立てるのに使用されることもできる。
【００１０】
　二次元（２－Ｄ）超音波走査から有意義な３－Ｄ再構成物を作成するために、コンピュ
ータは、２－Ｄ画像のどの特徴部が目的の臓器の実際の輪郭を表すのか分っていなければ
ならない。先行技術におけるこの問題に対する一般的な解決策は、超音波撮像システムの
ユーザーが２－Ｄ画像上に輪郭をトレースすることによってコンピュータを「支援」する
ことである。この解決策は、例えば上記の米国特許出願公報第２００６／０２４１４４５
号で使用されている。
【００１１】
　本発明のいくらかの実施の形態は、ドップラー超音波法を使用して自動的にまたは半自
動的に臓器の輪郭場所を提供する。ここでユーザーはたかだか、コンピュータによって生
成された輪郭を点検し、場合により修正すればよい。例えば、心臓の場合、ドップラー画
像は、心臓内の血流の速さのため、心臓の内部容積を心臓壁からはっきりと区別する。こ
の現象は、心腔に出入りする血管において特に顕著である。
【００１２】
　本発明の代替的な実施の形態は、ドップラー超音波法を使用して、通例血液の動きの場
所を決定するが、組織の動きの場所をも決定する。これらの場所を使用して、血流、およ
び／または動きの領域を境界付ける表面等の、動きの領域の３－Ｄモデルを、これらの領
域を取り囲む臓器の輪郭を形成または表示することなく、再構成することもできる。
【００１３】
　ゆえに、本発明の一つの実施の形態によれば、解剖学的構造体を撮像するための方法に
おいて、
　前記解剖学的構造体の複数の超音波画像を取得することであって、前記画像のうち少な
くとも１つの画像がドップラー情報を備える、超音波画像を取得することと、
　前記ドップラー情報を使用して、前記解剖学的構造体の１つまたは複数の輪郭を生成す
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ることと、
　前記１つまたは複数の輪郭を使用して、前記複数の超音波画像から前記解剖学的構造体
の三次元画像を再構成することと、を含む、方法が提供される。
【００１４】
　通例、前記１つまたは複数の輪郭を生成することは、第１の値より大きいかまたは等し
い動きの速さを有する前記解剖学的構造体の第１の領域と、動きの速さが前記第１の値よ
りも小さい第２の値より少ないかまたは等しい前記解剖学的構造体の第２の領域との間の
境界を決定することを含む。前記第１の値は０．０８ｍ／秒とすることができ、前記第２
の値は０．０３ｍ／秒とすることができる。
【００１５】
　１つの実施の形態において、前記解剖学的構造体は心臓を含み、かつ前記複数の超音波
画像を取得することは、超音波センサーを含むカテーテルを前記心臓の腔に挿入し、前記
腔内の複数の空間位置の間で前記カテーテルを動かすことを含む。通例、前記方法はまた
、前記超音波センサーの場所および向きの座標を測定することと、心電図（ＥＣＧ）信号
、内部生成同期信号、および外部供給同期信号のうち１つを含む同期信号に対して、前記
複数の超音波画像、ならびに前記場所および向きの座標を同期させることと、を含む。
【００１６】
　前記三次元画像は、前記解剖学的構造体の三次元表面モデルを含むこともでき、かつ前
記方法は、さらに、
　前記同期信号に対して同期された、組織特性、温度、および血液の流速のうち少なくと
も１つを測定しパラメータマップを作出することと、
　前記三次元表面モデルに前記パラメータマップを重ね合わせることと、を含むこともで
きる。
【００１７】
　開示された一つの実施の形態において、前記複数の超音波画像を取得することは、前記
超音波画像を生成する超音波センサーを、前記超音波センサーの動きの速度が所定の閾値
速度より少なくなるように動かすことを含む。
【００１８】
　代替的にまたは付加的に、前記複数の超音波画像を取得することは、前記超音波画像を
生成する超音波センサーの動きの速度を決定すること、および、前記動きの速度に応じて
前記ドップラー情報を修正することを含む。
【００１９】
　前記三次元画像は、前記解剖学的構造体の三次元スケルトンモデルおよび／または前記
解剖学的構造体の三次元表面モデルを含むこともできる。
【００２０】
　前記方法は、前記三次元表面モデルに電気解剖学的マップを重ね合わせることを含むこ
ともできる。
【００２１】
　前記方法は、磁気共鳴映像（ＭＲＩ）システム、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）システ
ム、およびＸ線撮像システムのうち１つまたは複数から取り込まれた情報を、前記三次元
表面モデルに重ね合わせることを含むこともできる。
【００２２】
　さらに、本発明の一つの実施の形態によれば、解剖学的構造体を撮像するための方法に
おいて、
　前記解剖学的構造体の近傍で動く要素の複数の二次元ドップラー画像を取得することと
、
　前記動く要素の三次元画像を再構成することと、を含む、方法が提供される。
【００２３】
　通例、前記三次元画像を再構成することは、前記解剖学的構造体がない前記三次元画像
を表示することを含む。
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【００２４】
　１つの実施の形態において、前記方法は、前記動く要素に関し閾値速さ（threshold sp
eed）を設定することを含み、かつ前記三次元画像を再構成することは、前記閾値速さよ
り大きい速さを有する前記動く要素を表示することを含む。
【００２５】
　開示された一つの実施の形態において、前記三次元画像を再構成することは、前記要素
のうち少なくともいくらかを境界付ける表面を決定することと、前記表面を表示すること
と、を含む。
【００２６】
　本発明の一つの実施の形態によれば、解剖学的構造体を撮像するためのシステムにおい
て、
　プローブであって、超音波センサーを含み、前記解剖学的構造体の複数の超音波画像を
取得するように構成されており、前記画像のうち少なくとも１つがドップラー情報を含む
、プローブと、
　プロセッサであって、前記超音波センサーに連結され、前記ドップラー情報を使用して
前記解剖学的構造体の１つまたは複数の輪郭を生成するように、かつ前記１つまたは複数
の輪郭を使用して、前記複数の超音波画像から前記解剖学的構造体の三次元画像を再構成
するように、構成される、プロセッサと、を含む、システムがさらに提供される。
【００２７】
　本発明の一つの実施の形態によれば、解剖学的構造体を撮像するためのシステムにおい
て、
　プローブであって、超音波センサーを含み、前記解剖学的構造体の近傍で動く要素の複
数の二次元ドップラー画像を取得するように構成される、プローブと、
　プロセッサであって、前記二次元ドップラー画像から前記動く要素の三次元画像を再構
成するように構成される、プロセッサと、を含む、システムがさらに提供される。
【００２８】
　本発明の一つの実施の形態によれば、解剖学的構造体を撮像するためのコンピュータソ
フトウェア製品において、コンピュータプログラム命令が記憶されるコンピュータ可読媒
体を含み、前記命令は、コンピュータによって読み取られたときに、前記コンピュータを
して、前記解剖学的構造体の複数の超音波画像であって、前記画像のうち少なくとも１つ
がドップラー情報を含む、複数の超音波画像を取得させ、前記ドップラー情報を使用して
前記解剖学的構造体の１つまたは複数の輪郭を生成させ、かつ前記１つまたは複数の輪郭
を使用して、前記複数の超音波画像から前記解剖学的構造体の三次元画像を再構成させる
、コンピュータソフトウェア製品がさらに提供される。
【００２９】
　本発明のより良い理解のために、添付図面と共に読まれるべき発明の詳細な説明を一例
として参照する。添付図面において、同様の要素には同様の参照番号が付されている。
【００３０】
〔発明の詳細な説明〕
　以下の説明において、本発明の完全な理解を提供するために、多くの具体的な細部を説
明する。しかしながら、本発明がこれらの具体的な細部なしに実践されることもできるこ
とは、当業者には明らかであろう。他の場合では、本発明を不必要に不明瞭にしないよう
、従来のアルゴリズムおよびプロセスのための周知の回路、制御ロジック、およびコンピ
ュータプログラム命令の細部は詳細には示されていない。
【００３１】
　図面に注意を転じて、最初に図１を参照する。図１は、本発明の実施の形態による、患
者の心臓２４をマッピングし、撮像するためのシステム２０の概略絵画図である。システ
ム２０は、医師により静脈または動脈を通じて心腔に挿入されるプローブ、例えばカテー
テル２７を備える。カテーテル２７は、通例、医師がカテーテルを操作するためのハンド
ル２８を備える。ハンドル２８上の好適な調整つまみ（controls）は、医師がカテーテル
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２７の遠位端２９を望み通りに操縦し、位置付け、かつ向きを決めるのを可能にする。
【００３２】
　システム２０は、カテーテル２７の遠位端２９の場所および向きの座標を測定する測位
サブシステム（positioning subsystem）３０を備える。本明細書および特許請求の範囲
において、「場所（location）」の語はカテーテルの遠位端等の対象物の空間座標を意味
し、「向き（orientation）」の語は対象物の角座標を意味し、「位置（position）」の
語は場所および向きの座標の両方を備える、対象物の完全な位置情報を意味する。
【００３３】
　１つの実施の形態において、測位サブシステム３０は、カテーテル２７の遠位端２９の
位置を決定する磁気位置追跡システムを備える。測位サブシステム３０は、患者の近くの
予め定められた作業容積内で磁場を生成し、カテーテル２７内の、以下に説明するセンサ
ー内でこれらの場を検出する。測位サブシステム３０は、通例、患者の外部の固定された
既知の位置に位置付けられる場生成コイル３１等の一組の外部放射器を備える。コイル３
１は、心臓２４の近くに、場、通例磁場を生成する。
【００３４】
　図２を参照する。図２は、本発明の実施の形態による、図１に示すシステムで使用され
るカテーテル２７の遠位端２９の絵画図である。上述の生成された場は、カテーテル２７
の遠位端２９内に位置付けられた位置センサー３２によって検出される。
【００３５】
　位置センサー３２は、検出された場に応答して、カテーテル２７を通じて延びるケーブ
ル３３によってコンソール３４（図１）に位置関連の電気信号を送信する。代替的に、位
置センサー３２は、無線リンクによってコンソールに信号を送信することもできる。
【００３６】
　代替的な実施の形態において、カテーテル内の１つまたは複数の放射器、通例コイルが
、患者の身体の外側のセンサーによって受信される磁場を生成する。これらの外部センサ
ーが位置関連の電気信号を生成する。
【００３７】
　図１を再び参照すると、コンソール３４は測位プロセッサ３６を備え、該プロセッサは
、位置センサー３２（図２）によって送られた信号に基づいてカテーテル２７の遠位端２
９の場所および向きを計算する。測位プロセッサ３６は、通例、センサー３２からの信号
を受信し、増幅し、ろ過し、デジタル化し、かつ別の方法で処理する。
【００３８】
　本発明の実施の形態で使用することができるいくらかの位置追跡システムは、例えば、
上記の米国特許第６，６９０，９６３号、ならびに米国特許第６，６１８，６１２号およ
び第６，３３２，０８９号、および米国特許出願公報第２００４／０１４７９２０号Ａ１
および第２００４／００６８１７８号Ａ１に記載されており、これらはすべて参照して本
明細書に組み入れる。測位サブシステム３０は磁場を使用するが、本発明の実施の形態は
、電磁場測定、音響測定および／または超音波測定に基づくシステム等の任意の他の好適
な測位サブシステムを使用して実施されることもできる。
【００３９】
　再び図２を参照すると、カテーテル２７は、遠位端２９内に位置付けられた超音波撮像
センサー３９を備えている。超音波撮像センサー３９は、通例、超音波トランスデューサ
４０のアレイを備える。超音波トランスデューサ４０は、線形アレイの構成で配列されて
示されているが、円形または凸状の構成等の他のアレイ構成を使用することもできる。１
つの実施の形態において、超音波トランスデューサ４０は圧電トランスデューサである。
超音波トランスデューサ４０は、カテーテル２７の本体または壁部内に開口を画定する窓
４１内にまたはこれに隣接して位置付けられる。
【００４０】
　トランスデューサ４０はフェーズドアレイとして動作し、窓４１を通じてアレイアパー
チャから超音波ビームを共同で送信する。１つの実施の形態において、アレイはショート
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バーストの超音波エネルギー（short burst of ultrasound energy）を送信し、その後で
周囲の組織から反射された超音波信号を受信するために受信モードに切り替わる。通例、
トランスデューサ４０は、超音波ビームを所望の方向に向けるために、制御された方法で
個々に駆動される。トランスデューサの適切なタイミングにより、作出された超音波ビー
ムは同心円状に湾曲した波面を与えられ、トランスデューサアレイから一定の距離にビー
ムを集束させることもできる。通例、システム２０は、２－Ｄ超音波画像を作出するため
に、超音波ビームの操縦および集束、ならびにビームからの反射の記録を可能にする送信
／受信走査機構を備える。
【００４１】
　１つの実施の形態において、超音波撮像センサー３９は、１６個～６４個の間の超音波
トランスデューサ４０、通例４８個～６４個の間のトランスデューサ４０を備える。通例
、超音波トランスデューサ４０は、中心周波数が５～１０ＭＨｚの範囲で、標準的な侵入
深度が数ミリ～約１６センチに及ぶ超音波エネルギーを生成する。侵入深度は、超音波撮
像センサー３９の特性、周囲の組織の特性、および動作周波数に左右される。代替的な実
施の形態において、他の好適な周波数範囲および侵入深度を使用することもできる。
【００４２】
　超音波トランスデューサ４０はまた、受信した超音波の周波数を検出することもできる
。送信周波数と受信周波数との間の変化は、ドップラー偏移を示し、該偏移を使用して、
ビームを反射する対象物の、超音波ビームの方向における速度成分を計算することができ
る。
【００４３】
　システム２０で使用することができる好適なカテーテルは、９１７６５カリフォルニア
州ダイアモンド・バー、ダイアモンド・キャニオン・ロード３３３３のBiosense Webster
 Inc.によって製造販売されているSOUNDSTAR（商標）カテーテルである。
【００４４】
　再び図１を参照すると、反射超音波エコーを受信した後に、反射エコーに基づく電気信
号が、超音波トランスデューサ４０（図２）によって、カテーテル２７中のケーブル３３
を通じてコンソール３４内の画像プロセッサ４３に送られる。プロセッサ４３は、これら
の信号を、２－Ｄの、通例扇形の超音波画像、および対応する２－Ｄドップラー画像に変
換する。画像プロセッサ４３は、通例、心臓２４の複数の部分（sections）のリアルタイ
ム超音波画像を表示し、これらの部分の３－Ｄ画像または容積の再構成を実行し、かつ以
下により詳細に説明する他の機能を実行する。
【００４５】
　いくらかの実施の形態において、画像プロセッサは超音波画像および位置情報を使用し
て、患者の心臓等の解剖学的構造体の３－Ｄモデルを作出する。本特許出願の文脈および
特許請求の範囲において、「解剖学的構造体（anatomical structure）」の語は、心臓等
の臓器の腔の全体または一部を、あるいは心臓または他の臓器の特定の壁部、表面、血管
もしくは他の解剖学的特徴部を意味する。３－Ｄモデルは、ディスプレイ４４上の２－Ｄ
投影として医師に提示される。
【００４６】
　いくらかの実施の形態において、カテーテル２７の遠位端２９はまた、電気解剖学的マ
ッピングおよび／または高周波（ＲＦ）焼灼等の診断および／または治療機能を実行する
ための少なくとも１つの電極４６を備える。１つの実施の形態において、電極４６は、局
所電位を検出するために使用される。電極４６によって測定された電位は、心内膜表面上
の局所電気活動をマッピングする際に使用されることができる。電極４６が心臓の内表面
上の点と接触されるか、または接近されると、電極４６はその点における局所電位を測定
する。測定された電位は電気信号に変換され、表示のためにカテーテルを通じて画像プロ
セッサに送られる。他の実施の形態において、局所電位は、いずれもがコンソール３４に
接続される好適な電極と位置センサーとを備える、別のカテーテルから得られる。
【００４７】
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　代替的な実施の形態において、電極４６は異なったパラメータを測定するのに使用され
ることもできる。例えば、電極４６を使用してさまざまな組織特性を測定することもでき
る。付加的にまたは代替的に、電極４６を使用して温度を測定することもできる。さらに
付加的にまたは代替的に、電極４６を使用して血液の流速を測定することもできる。電極
４６は単一のリング電極として示されているが、カテーテルは任意の便利な数の、当該技
術分野で知られている形態の電極４６を備えることもできる。例えば、カテーテルは、上
記に略述した診断および／または治療機能を実行するために、２つ以上のリング電極、複
数のまたはアレイの点電極、先端電極、あるいはこれらのタイプの電極の任意の組み合わ
せを備えることもできる。
【００４８】
　位置センサー３２は、通例、カテーテル２７の遠位端２９内に、電極４６およびトラン
スデューサ４０に隣接して位置付けられる。通例、位置センサー３２と、電極４６と、超
音波センサー３９のトランスデューサ４０との間の相互の場所および向きのオフセットは
、一定である。これらのオフセットは、位置センサー３２の測定された位置を考慮して、
超音波センサーの座標および電極４６の座標を導出するために測位プロセッサ３６によっ
て通例使用される。別の実施の形態において、カテーテル２７は、２つ以上の位置センサ
ー３２を備え、各々の位置センサーは電極４６およびトランスデューサ４０に対して一定
の場所および向きのオフセットを有する。いくらかの実施の形態において、これらのオフ
セット（または等価較正パラメータ）は予め較正され、測位プロセッサ３６に記憶される
。代替的に、これらのオフセットは、カテーテル２７のハンドル２８にはめ込まれるＥＰ
ＲＯＭ（消去プログラム可能型読取専用メモリー）等のメモリー装置に記憶されることも
できる。
【００４９】
　位置センサー３２は、通例、上記の米国特許第６，６９０，９６３号に記載されている
ような３つの非同心コイル（図示せず）を備える。代替的に、任意の数の同心もしくは非
同心コイルを備えるセンサー、ホール効果センサーおよび／または磁気抵抗センサー等の
、任意の他の好適な位置センサー配列を使用することもできる。
【００５０】
　通例、センサー３９から導出される超音波画像、およびセンサー３２の位置測定は両方
とも、信号および画像の取り込みを体表面心電図（ＥＣＧ）信号または心内心電図に対し
てゲート制御することにより、心臓周期と同期される。１つの実施の形態において、ＥＣ
Ｇ信号は電極４６によって作出されることもできる。心臓の特徴部は、心臓の周期的な収
縮および弛緩中に形状および位置を変えるので、撮像の全プロセスは、通例、この周期に
対し特定の時点で行われる。いくらかの実施の形態において、上述した測定等の、カテー
テルによって行われる追加の測定も、心電図（ＥＣＧ）信号に同期される。これらの測定
も、位置センサー３２によって行われる対応する位置測定と関連付けられる。追加の測定
値は、通例、以下に説明するように、再構成された３－Ｄモデルに重ね合わされる。
【００５１】
　いくらかの実施の形態において、位置測定、および、超音波画像の取得は、システム２
０（図１）により作出される内部生成信号に同期される。例えば、同期機構を使用して、
内部干渉信号により引き起こされる超音波画像における干渉を回避することもできる。こ
の場合、画像取得および位置測定のタイミングは、画像が干渉なしで取得されるように、
干渉信号に対して特定のオフセットに設定される。オフセットは、干渉のない画像取得を
維持するために時折調整されることもできる。代替的に、測定および取得は外部供給同期
信号に同期されることもできる。
【００５２】
　いくらかの実施の形態において、画像プロセッサ４３は位置センサー３２の連続的な位
置測定を用いて遠位端２９の動きの速さを見積もることもできる。通例、医師は、この動
きの速さが予め設定された閾値より低いときに装置２０を操作して超音波画像を生成する
が、この閾値は、遠位端の動きが閾値より低ければ、測定されたドップラー偏移に実質的
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に何らの影響もなく、またこの偏移を作出する対象物の導出された速度にも何の影響もな
いように、設定される。代替的にまたは付加的に、超音波ビームの方向における遠位端２
９の速度成分が、超音波ビームを反射する対象物の、測定されたドップラー偏移から導出
される速度成分に加えられるように、装置を構成することもできる。これらの成分のベク
トル加法は遠位端２９の動きを修正する。
【００５３】
　１つの実施の形態において、システム２０は、超音波トランスデューサ４０を駆動する
超音波駆動器（図示せず）を備える。この目的のために使用することができる好適な超音
波駆動器の一例は、マサチューセッツ州ピーボディのAnalogic Corp.により生産されるＡ
Ｎ２３００ＴＭ超音波システムである。この実施の形態において、超音波駆動器は、超音
波センサーを駆動し２－Ｄ超音波画像を作出して、画像プロセッサ４３の機能のいくらか
を実行する。超音波駆動器は、当該技術分野で知られている、Ｂモード、Ｍモード（縦軸
に時間が示された一次元診断超音波）、ＣＷ（連続波）ドップラー（超音波エネルギーの
連続波を使用して対象物の速度を検出する）、およびカラーフロードップラー（超音波エ
ネルギーのパルスを使用して対象物の距離および速度を決定すると共に、その結果生じた
画像を相対速度に応じた色を使用して表示する）等のいろいろな撮像モードをサポートす
ることもできる。
【００５４】
　通例、測位プロセッサと画像プロセッサは、汎用コンピュータを使用して実施され、該
コンピュータは、本明細書で説明する機能を遂行するようにソフトウェアがプログラミン
グされる。このソフトウェアは、例えばネットワークを通じて、電子的形態でコンピュー
タにダウンロードされることもでき、または、代替的に、ＣＤ－ＲＯＭ等の有形の媒体に
よってコンピュータに供給されることもできる。測位プロセッサおよび画像プロセッサは
、別々のコンピュータを使用して、または単一のコンピュータを使用して、実施されるこ
ともでき、あるいはシステム２０の他のコンピューティング機能と統合されることもでき
る。付加的にまたは代替的に、測位および画像処理機能のうち少なくともいくらかは専用
のハードウェアを使用して実行されることもできる。
【００５５】
　図３、図４、図５および図６を参照すると、これらは本発明の実施の形態による、非ヒ
ト心臓の概略画像である。図３は、非ヒト心臓の一部の２－Ｄ超音波画像２０２を図示す
る。この画像は、ブタの心臓２０４の右心房に位置付けられたカテーテルにより取られた
ものであり、僧帽弁２０５Ｍの近くの対象物によって生成された超音波強さを表す特徴部
２０５と、大動脈弁２１０Ａの近くの対象物によって生成された超音波強さを表す特徴部
２１０とを示す。特徴部２０５、２１０が図３に示されているが、それらの境界ははっき
りとは描出されていない。通例、ヒトの心臓２４の対応する２－Ｄ画像はディスプレイ４
４上で医師に表示されることができる。ディスプレイ４４上に生成された心臓２０４また
は心臓２４の画像は通例彩色されている。ディスプレイ４４上の画像の異なった強さは図
３において異なった陰影付けにより表されている。
【００５６】
　図４は、２－Ｄ超音波画像２０２（図４）に示す心臓２０４の一部の２－Ｄドップラー
画像２１１を図示する。２－Ｄドップラー画像２１１は、僧帽弁２０５Ｍおよび大動脈弁
２１０Ａの付近の、通例血流によって生成されるドップラー情報を含む超音波画像である
。特徴部２１２は大動脈弁２１０Ａの付近の動きを示し、特徴部２１３は僧帽弁２０５Ｍ
の付近の動きを示す。超音波ビームの方向における動きは、通例、異なった色によって示
される。例えば、超音波撮像センサー３９（図２）から遠ざかる動きはディスプレイ４４
上で赤に見えるようにすることもでき、超音波撮像センサー３９に向う動きはディスプレ
イ４４上で青に見えるようにすることもできる。ディスプレイ４４上の画像の異なった色
は、図４では異なった陰影付けによって表されており、斜めのストライプはほぼ＋０．２
ｍ／秒～＋０．６ｍ／秒の間の速さを表し、小さな点はほぼ－０．２ｍ／秒～＋０．２ｍ
／秒の間の速さを表し、大きな点はほぼ－０．６ｍ／秒～－０．２ｍ／秒の間の速さを表
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す。プラスの速さはセンサー３９から遠ざかる動きを示し、マイナスの速さは該センサー
に向う動きを示す。
【００５７】
　図５は、ドップラー情報から導出された輪郭を示す２－Ｄドップラー画像２１１の向上
版（enhanced version）２１４を図示する。輪郭は、通例血液の流れを表す、例えば０．
２ｍ／秒を超える速さを有する急速な動きの領域と、例えば０．０３ｍ／秒より少ない速
さを有するほとんどまたは全く動きのない領域との間の境界を決定するプロセッサ４３等
の画像プロセッサによって導出されることもできる。心腔壁および／または血管の動きの
速さは、血流の速さに比べて通例小さいので、輪郭は、通例、心腔および血管の内壁を表
す。特徴部２１３は輪郭２１５で印付けられている。特徴部２１２は輪郭２２０で印付け
られている。
【００５８】
　図６は、２－Ｄ超音波画像２０２（図３）の向上版２３０である。ドップラー情報から
導出された輪郭２１５および２２０は、２－Ｄ超音波強さ画像上にマッピングされている
。図５および図６は、輪郭を超音波強さ画像またはドップラー情報画像の上に表示するこ
とにより、医師が大動脈弁２１０Ａおよび僧帽弁２０５Ｍの境界をより正確に、かつより
容易に知覚することができることを証明している。
【００５９】
　図７を参照する。図７は、本発明の実施の形態による、心臓２０４の左心室２５７の３
－Ｄスケルトンモデル２５５である。スケルトンモデルは３－Ｄ空間内の複数の輪郭を備
える。３－Ｄスケルトンモデル２５５は、図６の視点とは異なった視点からの輪郭２１５
および２２０を示している。３－Ｄスケルトンモデル２５５はまた、追加の輪郭２６０を
示しており、これらの輪郭は、超音波撮像センサー３９の他の位置から得られた２－Ｄド
ップラー超音波画像を使用して、輪郭２１５および２２０と同じように導出されたもので
ある。明確にするように、少数の輪郭のみが図７に示されている。
【００６０】
　図８を参照する。図８は、本発明の実施の形態による、左心室２５７の３－Ｄ表面モデ
ル２６５である。モデル２６５は「金網」タイプのプロセスを使用して得られ、該プロセ
スにおいて、図７には示されていない追加の輪郭を含む３－Ｄスケルトンモデル２５５は
、実質的に包まれて（encased）、スケルトンモデル上に表面を生成し、解剖学的構造体
の３－Ｄ形状を作出する。生成された、左心室２５７の表面には、以下に説明するように
、電気活動マップ２９０が重ね合わされる。このマップは、異なった色（図８では異なっ
た陰影付けパターンとして示されている）を使用して、異なった電位値を表す。
【００６１】
　図９を参照する。図９は、本発明の実施の形態による、心臓のマッピングおよび撮像の
ための方法を概略的に例示するフローチャート３０５である。フローチャート３０５の方
法は、通例、超音波撮像センサー３９（図２）の異なる位置で取得された複数の２－Ｄ超
音波画像を組み合わせて、解剖学的構造体の単一の３－Ｄモデルにする。
【００６２】
　最初のステップ３１０において、解剖学的構造体の一連の２－Ｄ超音波画像が取得され
る。通例、医師は、右心房等の心臓２４の腔内に好適な血管を通じてカテーテル２７を挿
入し、その後で腔内の異なった位置の間でカテーテルの遠位端を動かすことにより、解剖
学的構造体を走査する。解剖学的構造体は、カテーテルが位置する腔の全部または一部を
、あるいは、付加的にまたは代替的に、左心房等の異なった腔を、または大動脈等の血管
構造体を、含むことができる。超音波撮像センサー３９の各々の位置において、画像プロ
セッサは、超音波撮像センサー３９から受信された信号を使用して、２－Ｄ超音波強さ画
像と、通例、２－Ｄ超音波ドップラー画像とを取得し、作出する。
【００６３】
　並行して、測位サブシステムは、カテーテルの遠位端の位置を測定し、計算する。計算
された位置は、対応する超音波画像と共に記憶される。通例、カテーテルの遠位端の各々
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の位置は、六次元座標（Ｘ、Ｙ、Ｚ軸位置、ならびにピッチ、偏揺れ（yaw）および横揺
れ（roll）の角度向き）等の座標の形態で表される。
【００６４】
　ステップ３１２において、画像プロセッサは、図５に関し上述したように、各々の２－
Ｄドップラー画像２１１を分析して存在物の輪郭を特定する。
【００６５】
　ステップ３２５において、輪郭は、上述の図６に図示したように、各々の２－Ｄ超音波
画像上にマッピングされる。輪郭は、３－Ｄ作業容積中の解剖学的構造体の境界を印付け
、医師が処置中にこれらの構造体を特定するのを手助けする。
【００６６】
　ステップ３１２および３２５は、ステップ３１０で作出されたすべての２－Ｄ超音波画
像について行われる。画像プロセッサ４３（図１）が輪郭の一部の場所を、対応する２－
Ｄドップラー画像から推測できない場合には、プロセッサは、他の２－Ｄ超音波画像およ
びドップラー画像、通例、問題となっている画像、に空間的に隣接する画像から導出され
た輪郭を使用して、輪郭を自動的に特定し再構成することができる。この特定および再構
成プロセスは、エッジ検出法、相関法、および当該技術分野で知られている他の方法を含
む、任意の好適な画像処理法を使用することができる。画像プロセッサはまた、画像ごと
に輪郭場所を相互に関係させることにおいて、各々の画像と関連するカテーテルの位置座
標を使用することもできる。付加的にまたは代替的に、ステップ３１２はユーザーが支援
する方法で実施されることもでき、このステップにおいて、医師は、２－Ｄ超音波画像ま
たは２－Ｄドップラー画像のどちらか、あるいは両方の画像を使用して、画像プロセッサ
により遂行された自動輪郭再構成を点検し、修正する。
【００６７】
　ステップ３４０において、画像プロセッサは一組の画像において特定された輪郭に３－
Ｄ座標を割り当てる。３－Ｄ空間における２－Ｄ超音波画像の平面の場所および向きは、
ステップ３１０で該画像と共に記憶された位置情報のおかげで分っている。ゆえに、画像
プロセッサは２－Ｄ画像内のすべてのピクセルの３－Ｄ座標、特に輪郭に対応する３－Ｄ
座標を決定することができる。座標を割り当てるとき、画像プロセッサは、通例、上述の
ように、位置センサーと超音波センサーとの間の場所および向きのオフセットを備える、
記憶された較正データを使用する。
【００６８】
　ステップ３４５において、画像プロセッサは、図７に関し上述したように、解剖学的構
造体の３－Ｄスケルトンモデルを作出する。いくらかの実施の形態において、画像プロセ
ッサは、上述のように３－Ｄスケルトンモデルを実質的に包む（encasing）ことによって
、画像２６５（図８）等の３－Ｄ表面モデルを作出する。
【００６９】
　上述のように、いくらかの実施の形態において、システム２０（図１）は、解剖学的構
造体の表面の局所電位を測定することをサポートする。カテーテル２７（図２）によって
取得された各々の電気活動データ点は、電極４６（図２）により測定された電位または電
気活性化時間の値と、測位サブシステムにより測定されたカテーテルの対応する位置座標
とを備える。ステップ３７０において、画像プロセッサは、電気活動データ点を３－Ｄモ
デルの座標系と位置合わせし、これらのデータ点をモデルに重ね合わせる。これは電気活
動マップ２９０として図８に示されている。ステップ３７０はこの方法において随意であ
り、システム２０がこのタイプの測定をサポートする場合、および、医師がこの機能の使
用を選択した場合にのみ実行される。
【００７０】
　代替的に、別の３－Ｄ電気活動マップ（しばしば電気解剖学的マップと呼ばれる）が生
成され、表示されることもできる。例えば、好適な電気解剖学的マップは、Biosense Web
ster Inc.によって製造販売されるCARTO（商標）ナビゲーションおよびマッピングシステ
ムにより作出されることができる。電位値は、例えばカラースケールまたは任意の他の好
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適な視覚化法を使用して提示されることもできる。いくらかの実施の形態において、画像
プロセッサは、測定された電位値を内挿または外挿し、解剖学的構造体の壁部の全体にわ
たって電位分布を描写するフルカラーマップを表示することもできる。
【００７１】
　上記のように、他の撮像アプリケーションから取り込まれた情報を３－Ｄモデルと位置
合わせし、表示のために該モデルに重ね合わせることもできる。例えば、予め取得された
コンピュータ断層撮影（ＣＴ）、磁気共鳴映像（ＭＲＩ）またはＸ線情報を、３－Ｄ超音
波ベースのモデルと位置合わせすることもできる。
【００７２】
　付加的にまたは代替的に、上述のように電極４６を使用して追加の測定値が得られたな
らば、これらの測定値は３－Ｄモデルと位置合わせされ、しばしばパラメータマップと呼
ばれる追加の層として表示されることもできる。
【００７３】
　最終ステップ３８０において、３－Ｄモデルは、通例、ディスプレイ４４（図１）上で
医師に提示される。
【００７４】
　図１０を参照する。図１０は、本発明の代替的な実施の形態による、非ヒト心臓の概略
画像である。図１０は心臓２０４の２－Ｄドップラー画像４０５を図示する。以下に説明
する相違点は別として、画像４０５は画像２１１および２１４（図４および図５）に全体
として類似し、画像４０５、２１１および２１４において同じ参照番号によって示される
要素は、全体として類似の記載（descriptions）を有する。２－Ｄドップラー画像４０５
では動きの領域のみが示されている。したがって、特徴部２１２、２１３は、図４および
図５のように、それぞれ大動脈弁および僧帽弁の付近の動きを表すものとして示されてい
る。しかしながら、画像４０５において、導出された速さが－０．０８ｍ／秒～＋０．０
８ｍ／秒の間の対象物は表示されないように、閾値が０．０８ｍ／秒に設定されている。
したがって、画像２１１および２１４とは異なり、画像４０５においては導出された速度
が遅い輪郭も領域も表示されていない。
【００７５】
　図１１を参照する。図１１は、本発明の代替的な実施の形態による、心臓のマッピング
および撮像のための方法を概略的に例示するフローチャート５０５である。フローチャー
ト５０５の方法は、通例、超音波撮像センサー３９（図２）の異なる位置で取得された複
数の２－Ｄドップラー画像を組み合わせて、これらの画像を生成する対象物の３－Ｄモデ
ルにする。
【００７６】
　最初のステップ５１０は全体としてステップ３１０（図９）に類似する。ステップ５１
０において、解剖学的構造体の近傍で動く要素を含む該構造体の一連の２－Ｄドップラー
画像が取得される。動く要素は、通例、血液等の流体を含む。ステップ５１０において、
測位サブシステムは、カテーテルの遠位端の位置を測定し、計算する。
【００７７】
　ステップ５１５において、画像プロセッサは各々の２－Ｄドップラー画像２１１を分析
して動きの領域を特定する。ほとんどまたは全く動きのない領域は、図１０に関し上述し
たように、伏せられる。通例、ピクセルは、該ピクセルの場所での超音波ビームの方向に
おける速さが閾値を超える場合にのみ示される。２－Ｄドップラー画像４０５（図１０）
の場合、その閾値はほぼ０．０８ｍ／秒とすることができる。
【００７８】
　ステップ５２０において、画像プロセッサは一組の２－Ｄドップラー画像中の残りの、
通例色付きのピクセルに３－Ｄ座標を割り当てる。３－Ｄ空間における２－Ｄ超音波画像
の平面の場所および向きは、最初のステップ５１０で該画像と共に記憶された位置情報の
おかげでわかっている。ゆえに、画像プロセッサは２－Ｄ画像内のすべてのピクセルの３
－Ｄ座標を決定することができる。座標を割り当てるとき、画像プロセッサは、通例、上
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述のように、位置センサーと超音波センサーとの間の場所および向きのオフセットを備え
る、記憶された較正データを使用する。
【００７９】
　ステップ５２５において、画像プロセッサは、解剖学的構造体の近傍の動きの点の、３
－Ｄ空間内のすべてのピクセルを備える３－Ｄ画像を作出する。
【００８０】
　随意のステップ５３０において、追加のデータが、フローチャート３０５（図９）のス
テップ３７０に関し上述したように、３－Ｄ画像に重ね合わされることもできる。
【００８１】
　さらなる随意のステップ５３２において、画像プロセッサは、ステップ５２５で作出さ
れたピクセルの周りに境界表面を生成することができる。境界表面を生成するために、画
像プロセッサは、反復プロセスを行って表面を決定することができる。例えば、プロセッ
サまたは医師は、表面を生成し始めるシード点を選ぶこともできる。プロセッサは、ステ
ップ５１５の閾値等の予め定められた閾値を超えるすべてのピクセルが特定されるまでシ
ード点から放射することにより、該表面を反復して見つけ出す。プロセッサは特定された
ピクセルを囲む表面を決定する。代替的に、プロセッサは、閾値にかかわらず、シード点
から放射することによって特定されたすべてのピクセルを使用して、境界表面を生成する
こともできる。
【００８２】
　最終ステップ５３５において、先行するステップで生成された画像は、通例、ディスプ
レイ４４（図１）上で医師に提示される。フローチャート５０５の実施は、医師が、流れ
ている血液等の、３－Ｄ解剖学的構造体の近傍で動く要素の動きのマップまたはモデルを
見ることを可能にすることが理解されよう。代替的にまたは付加的に、医師は動く要素に
関連した境界表面を見ることもできる。
【００８３】
　いくらかの実施の形態において、システム２０（図１）は、リアルタイムの、またはほ
ぼリアルタイムの撮像システムとして使用されることもできる。例えば、医師は、医療処
置を開始する前の準備ステップとして、上述の方法を使用して、解剖学的構造体の３－Ｄ
モデル、および／または解剖学的構造体の近傍で動く対象物の３－Ｄモデルを再構成する
こともできる。処置中に、システム２０は、該モデルに対するカテーテルの３－Ｄ位置を
連続的に追跡し、表示することもできる。医療処置を行うために使用されるカテーテルは
、３－Ｄモデルを生成するために使用されるのと同じカテーテルでも、好適な位置センサ
ーが装着された別のカテーテルであってもよい。
【００８４】
　上述の実施の形態は、心臓カテーテル等の侵襲的なプローブを使用する超音波撮像に関
するが、本発明の原理はまた、測位センサーが装着された外部または内部超音波プローブ
（経胸腔プローブ等）を使用して臓器の３－Ｄモデルを再構成するのに適用されることも
できる。付加的にまたは代替的に、上記のように、開示された方法は、心臓以外の臓器、
例えば心腔に出入りする血管、または頸動脈等の臓器の３－Ｄモデル化のために使用され
ることもできる。さらに付加的にまたは代替的に、組織の厚みおよび焼灼温度等の他の診
断または治療情報は、上述の電気活動オーバーレイの方法で３－Ｄモデルに重ね合わされ
ることもできる。３－Ｄモデルはまた、焼灼カテーテル等の他の診断的または外科的処置
に関連して使用されることもできる。
【００８５】
　したがって、上述の実施の形態は一例として挙げられたものであり、本発明が特に図示
し先に説明した発明に限定されるものでないことは理解されよう。むしろ、本発明の範囲
は、先に説明したさまざまな特徴のコンビネーションおよびサブコンビネーション、なら
びに先の説明を読むことによって当業者に想到され、かつ先行技術には開示されていない
、先に説明したさまざまな特徴の変更例および修正例を含むものである。
【００８６】
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〔実施の態様〕
　（１）　解剖学的構造体を撮像するための方法において、
　前記解剖学的構造体の複数の超音波画像を取得することであって、前記画像のうち少な
くとも１つの画像がドップラー情報を備える、超音波画像を取得することと、
　前記ドップラー情報を使用して、前記解剖学的構造体の１つまたは複数の輪郭を生成す
ることと、
　前記１つまたは複数の輪郭を使用して、前記複数の超音波画像から前記解剖学的構造体
の三次元画像を再構成することと、
　を含む、方法。
　（２）　実施態様１に記載の方法において、
　前記１つまたは複数の輪郭を生成することは、第１の値より大きいかまたは等しい動き
の速さを有する前記解剖学的構造体の第１の領域と、動きの速さが前記第１の値よりも小
さい第２の値より少ないかまたは等しい、前記解剖学的構造体の第２の領域との間の境界
を決定することを含む、方法。
　（３）　実施態様２に記載の方法において、
　前記第１の値は、０．０８ｍ／秒であり、
　前記第２の値は、０．０３ｍ／秒である、方法。
　（４）　実施態様１に記載の方法において、
　前記解剖学的構造体は、心臓を含み、
　前記複数の超音波画像を取得することは、超音波センサーを備えるカテーテルを前記心
臓の腔に挿入し、前記腔内の複数の空間位置の間で前記カテーテルを動かすことを含む、
方法。
【００８７】
　（５）　実施態様４に記載の方法において、
　前記超音波センサーの場所および向きの座標を測定することと、
　心電図（ＥＣＧ）信号、内部生成同期信号、および外部供給同期信号のうち１つを備え
る同期信号に対して、前記複数の超音波画像、ならびに前記場所および向きの座標を同期
させることと、
　をさらに含む、方法。
　（６）　実施態様５に記載の方法において、
　前記三次元画像は、前記解剖学的構造体の三次元表面モデルを備え、
　前記方法は、
　前記同期信号に対して同期された、組織特性、温度、および血液の流速のうち少なくと
も１つを測定しパラメータマップを作出することと、
　前記三次元表面モデルに前記パラメータマップを重ね合わせることと、
　をさらに含む、方法。
　（７）　実施態様１に記載の方法において、
　前記複数の超音波画像を取得することは、前記超音波画像を生成する超音波センサーを
、前記超音波センサーの動きの速度が所定の閾値速度より少なくなるように動かすことを
含む、方法。
　（８）　実施態様１に記載の方法において、
　前記複数の超音波画像を取得することは、前記超音波画像を生成する超音波センサーの
動きの速度を決定すること、および、前記動きの速度に応じて前記ドップラー情報を修正
することを含む、方法。
【００８８】
　（９）　実施態様１に記載の方法において、
　前記三次元画像は、前記解剖学的構造体の三次元スケルトンモデルを備える、方法。
　（１０）　実施態様１に記載の方法において、
　前記三次元画像は、前記解剖学的構造体の三次元表面モデルを備える、方法。
　（１１）　実施態様１０に記載の方法において、
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　前記三次元表面モデルに電気解剖学的マップを重ね合わせること、
　をさらに含む、方法。
　（１２）　実施態様１０に記載の方法において、
　磁気共鳴映像（ＭＲＩ）システム、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）システム、およびＸ
線撮像システムのうち１つまたは複数から取り込まれた情報を前記三次元表面モデルに重
ね合わせること、
　をさらに含む、方法。
【００８９】
　（１３）　解剖学的構造体を撮像するための方法において、
　前記解剖学的構造体の近傍で動く要素の複数の二次元ドップラー画像を取得することと
、
　前記動く要素の三次元画像を再構成することと、
　を含む、方法。
　（１４）　実施態様１３に記載の方法において、
　前記三次元画像を再構成することは、前記解剖学的構造体がない前記三次元画像を表示
することを含む、方法。
　（１５）　実施態様１３に記載の方法において、
　前記動く要素に関し閾値速さを設定すること、
　を含み、
　前記三次元画像を再構成することは、前記閾値速さより大きい速さを有する前記動く要
素を表示することを含む、方法。
　（１６）　実施態様１３に記載の方法において、
　前記三次元画像を再構成することは、前記要素の少なくともいくらかを境界付ける表面
を決定すること、および、前記表面を表示することを含む、方法。
【００９０】
　（１７）　解剖学的構造体を撮像するためのシステムにおいて、
　プローブであって、超音波センサーを備え、前記解剖学的構造体の複数の超音波画像を
取得するように構成されており、前記画像のうち少なくとも１つがドップラー情報を含む
、プローブと、
　プロセッサであって、前記超音波センサーに連結され、前記ドップラー情報を使用して
前記解剖学的構造体の１つまたは複数の輪郭を生成するように、かつ前記１つまたは複数
の輪郭を使用して、前記複数の超音波画像から前記解剖学的構造体の三次元画像を再構成
するように、構成される、プロセッサと、
　を備える、システム。
　（１８）　解剖学的構造体を撮像するためのシステムにおいて、
　プローブであって、超音波センサーを備え、前記解剖学的構造体の近傍で動く要素の複
数の二次元ドップラー画像を取得するように構成される、プローブと、
　プロセッサであって、前記二次元ドップラー画像から、前記動く要素の三次元画像を再
構成するように構成される、プロセッサと、
　を備える、システム。
【００９１】
　（１９）解剖学的構造体を撮像するためのコンピュータソフトウェア製品において、
　コンピュータプログラム命令が記憶されるコンピュータ可読媒体、
　を備え、
　前記命令は、コンピュータによって読み取られたときに、前記コンピュータをして、
　前記解剖学的構造体の複数の超音波画像であって、前記画像のうち少なくとも１つがド
ップラー情報を含む、複数の超音波画像を取得させ、
　前記ドップラー情報を使用して前記解剖学的構造体の１つまたは複数の輪郭を生成させ
、かつ、
　前記１つまたは複数の輪郭を使用して、前記複数の超音波画像から前記解剖学的構造体
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の三次元画像を再構成させる、コンピュータソフトウェア製品。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明の実施の形態による、心臓マッピングおよび撮像のためのシステムの概略
絵画図である。
【図２】本発明の実施の形態によるカテーテルの概略絵画図である。
【図３】本発明の実施の形態による非ヒト心臓の概略画像である。
【図４】本発明の実施の形態による非ヒト心臓の概略画像である。
【図５】本発明の実施の形態による非ヒト心臓の概略画像である。
【図６】本発明の実施の形態による非ヒト心臓の概略画像である。
【図７】本発明の実施の形態による、図３～図６に示す心臓の３－Ｄスケルトンモデルで
ある。
【図８】本発明の実施の形態による、図３～図６に示す心臓の３－Ｄ表面モデルである。
【図９】本発明の実施の形態による、心臓マッピングおよび撮像のための方法を概略的に
図示するフローチャートである。
【図１０】本発明の代替的な実施の形態による非ヒト心臓の概略画像である。
【図１１】本発明の代替的な実施の形態による、心臓マッピングおよび撮像のための方法
を概略的に図示するフローチャートである。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図８】
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